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令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 

こども未来部養育支援課 

 

江東区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども家庭支援センターでは、親子で遊べるひろば（子育てひろば）とし

てプレイルームを開設している。今般、利用者の利便性を向上するためプレ

イルームの開館時間を変更することとし、条例の一部を改正する。 

   

２ 改正の概要 

  子ども家庭支援センターのプレイルームの開館時間を午後４時３０分まで

延長する。 

  ただし、有明子ども家庭支援センター及び住吉子ども家庭支援センターの

日曜日、月曜日及び休日については、これまでと同じく午後４時までとする。 

 

３ 改正内容 

２ページのとおり 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 
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 江東区子ども家庭支援センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（開館時間） （開館時間） 

第４条 子ども家庭支援センターの開館時間

は、午前９時から午後６時までとする。た

だし、プレイルームについては、午前１０

時から午後４時までとする。 

第４条 子ども家庭支援センターの開館時間

は、午前９時から午後６時までとする。た

だし、プレイルームについては、午前１０

時から午後４時３０分まで（日曜日、月曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）における江東区有明子

ども家庭支援センター及び江東区住吉子ど

も家庭支援センターのプレイルームにあっ

ては、午前１０時から午後４時まで）とす

る。 

２ （略） ２ （略） 

（休館日） （休館日） 

第５条 子ども家庭支援センターの休館日

は、次のとおりとする。 

第５条 子ども家庭支援センターの休館日

は、次のとおりとする。 

名称 休館日 

（略） (1) （略） 

(2) 国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（当該

休日が同法に規定するこど

もの日に当たるときは開館

し、その直後の休日でない

日を休館日とする。） 

(3) （略） 

（略） 
 

名称 休館日 

（略） (1) （略） 

(2) 国民の祝日に関する法律

に規定する休日（当該休日

が同法に規定するこどもの

日に当たるときは開館し、

その直後の休日でない日を

休館日とする。） 

 

(3) （略） 

（略） 
 

２ （略） ２ （略） 

第６条～第１４条 （略） 第６条～第１４条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 


